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第６章 新型コロナウイルス・令和２年７月豪雨への対応 
 

 本章では、令和元～２年度（2019～2020年度）に本県農業に大きな影響を与えた

新型コロナウイルス感染症と、令和２年（2020年）７月豪雨への対応について報告

する。 

 

第１節 新型コロナウイルスによる影響の最小化 
 

第１ 感染防止対策や風評被害への対応 
国から発出された「新型コロナウイ

ルス感染症の予防対策」及び「感染者

が発生した時の対応及び事業継続に関

する基本的なガイドライン」を、ホー

ムページやメールマガジン等で農林漁

業者へ周知した。（令和２年（2020

年）３月13日通知） 

（図Ⅳ-1-(1)） 

また、感染リスクを軽減しつつ必要な

普及活動を実施するため、活動指針を策

定。以降、状況等に応じて随時改定した。 

さらに、農林水産物を介した感染を心

配する県民の不安を解消するため、「一

般的な衛生管理が実施されていれば、食

品を介した感染を心配する必要はな

い。」ことをホームページ等で周知した。

（令和２年（2020年）３月９日掲載） 

 

 

第２ 農林水産物への影響 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、外食・業務用需要の減少や

イベントの中止・縮小による需要減少等、農林水産物へも大きな影響がみら

れた。そのため、令和２年（2020年）１月以降、農林水産団体や市場関係者

への聞き取りにより、需要や価格の動向把握に努めた。 

試算によると、令和２年（2020年）１月～12月の１年間で牛肉や水産物、

花きを中心に111億円の影響が生じた。令和３年（2021年）１月以降も、水産

物、花き、トマト、メロン等で影響が確認された。（図Ⅵ-1-(2)） 

 

 

図Ⅵ-1-(1) 新型コロナウイルス感染症 

の予防対策 

資料）農林水産省、令和2年3月 
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第３ 農林漁業者への支援 

１ 金融支援 

令和２年（2020年）３月に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農

林漁業者が今後の経営に支障を来さないよう、当面の運転資金を保証料不要

で5年間の無利子で借り入れできる県独自の支援制度「新型コロナウイルス対

策緊急支援資金」を、国に先駆け創設した。 

この支援制度については、県ホームページや新聞広告、県政ラジオで周知

した。 

 

２ 各種補助金・交付金の活用・周知 

国の経済対策として措置された「持続化給付金」、「経営継続補助金」、

「高収益作物次期作支援交付金」等支援策と、県支援策をまとめた一覧を作成

し、県ホームーページに掲載する等、わかりやすい情報発信を行った。 

（図Ⅵ-1-(3)） 

また、市町村向けの支援として、感染拡大防止と地域経済や県民生活の会

フックとのベストバランスを目指すため、新型コロナウイルス感染症対応総

合交付金において、農林水産分野では計９事業をメニュー化した。 

（表Ⅵ-1-(1)） 

 

資料）県農林水産部調べ 

図Ⅵ-1-(2)  新型コロナウイルス感染症拡大に伴う農林水産物への影響（単位：億円） 
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表Ⅵ-1-(1) 新型コロナウイルス感染症対応総合交付金メニュー一覧（令和３年３月時点） 

事業名 事業概要 

飲食店の地産地消 

の推進 

地産地消協力店における県産食材を使用した新たなメニューの開発及び販売促進に要

する経費 

公共施設等への 

花き展示 

新型コロナウイルス感染症拡大により需要が大幅に減少した花で、国補正事業を活用

して公共施設に花を装飾して需要回復を図る取組みへの支援 

公共的施設への 

木製塀の普及促進 
新たな塀を設置する場合の県産材を利用した木製塀の設置を支援。 

林業事業者の雇用 

維持・確保支援 

就業機会が減少した林業者等の雇用の場の確保のため、里山林の整備や森林資源の利

活用等へ取り組む団体を支援。 

地元農林水産物等 

の販売支援 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた県産農林水産物等の売上回復のため、

国の対象とならない農林水産物等を対象として、新たな販売ルート確保など販路拡大

につながる取組みを支援 

県産馬肉の学校 

給食提供支援 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた馬肉の需要拡大を図るため、市町村が独自

に学校給食へ無償提供を行う取組みを支援。 

県産畳表の利用 

促進 

新型コロナウイルス感染症の影響により、畳工事が減少し消費が低迷。そこで、令和

２年７月豪雨により被災した県民が復旧・再建する住宅等への畳設置の取組を支援。 

くまもとの県産 

木材の利用促進 

令和２年７月豪雨で被災したコミュニティ施設の復旧・再建のために県産木材御活用

した取組みに対して支援を行う市町村を支援。 

地域版高収益作物

の次期作支援 

感染症の影響により売上減少等の影響を受けた農作物の生産者に対し、次期作に向け

た取組支援を行う市町村を支援。 

図Ⅵ-1-(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者の皆様への主な支援策 

一覧イメージ（県HP掲載） 
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第４ 県産農林水産物の消費拡大、販売促進強化 

需要の落ち込んだ農林水産物について、消費喚起・販売促進を実施した。 

 

１ 切れ目のない農林水産物の消費喚起 

需要が減少した花き、茶、牛肉、水産物、牛乳等をはじめとした県産農林

水産物の消費喚起のため、県政ラジオやテレビ等を活用した広報のほか、県

や自衛隊職員を対象にした販売促進活動の充実を図った。（表Ⅵ-1-(2)、(3)、

図Ⅵ-1-(4)） 

 

 

表Ⅵ-1-(3) 県庁・自衛隊での販売促進活動実績 

品目 金額（千円） 

花き 1,793  

牛乳・乳製品 1,435  

牛肉 11,065  

天草大王 1,929  

馬肉 386  

水産物 7,192  

 

 

２ 消費拡大キャンペーンによる販売 

促進強化 

県産農林水産物の消費拡大のため、Ｅ

Ｃサイトでのキャンペーンの実施や、県

内外でフェアを開催した。 

（図Ⅵ-1-(5)、(6)） 

 

 

 

 

表Ⅵ-1-(2) メディアを活用した消費喚起（抜粋） 

品目 時期 概要 

花き R2.3～12月 

R2.4～R3.4月 

テレビ番組におけるスタジオ装飾 

テレビ、県政ラジオでの消費喚起 

茶 R2.5～9月 テレビスポット、県政ラジオでの消費喚起 

畜産物 R2.4～R3.1月 県政ラジオでの消費拡大キャンペーンの周知等 

水産物 R2.3～R3.3月 テレビスポット、県政ラジオでの消費喚起 

図Ⅵ-1-(5) 県外スーパーマーケットで 

のフェア開催 

図Ⅵ-1-(4)  公共施設等における花きの

活用拡大支援の一環として実施した、県庁

舎ロビー等への県産花アレンジの展示 
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３ 畜産物への対応 

県産牛肉・地鶏肉（天草大王）の 

学校給食への食材提供を支援した。 

また、馬肉の冷凍保管に係る経費 

の一部助成等を通じ、計画的な出荷 

を支援した。 

（表Ⅵ-1-(4)、図Ⅵ-1-(7)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ い草・畳表への対応 

住宅建設における県産畳表の積極的

な活用や農業団体による小学校での畳

表張替えを支援した。（図Ⅵ-1-(8)） 

 

 

 

表Ⅵ-1-(4) 学校給食への提供実績（R2） 

品目 のべ食数 提供量 

牛肉 516,769 22,750 kg 

天草大王 375,093 12,265 kg 

図Ⅵ-1-(8) 住宅での県産畳表の活用 

図Ⅵ-1-(6) ECサイトでのキャンペーン（地産地消応援フェア） 

   県産牛肉を使用した給食         小学生向け食育授業 

図Ⅵ-1-(7) 学校給食への食材提供 
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図Ⅵ-1-(10) 技能実習生の在留資格変更等の 

手続きを周知するためのチラシ 

５ 輸出への対応 

オンラインを用いたバイヤー

への売り込みや現地販売員を用

いた販売促進などにより、県産

農林水産物の輸出を促進した。 

（図Ⅵ-1-(9)） 

 

 

 

 

第５ その他 

１ 県発注工事等の一時中止措置等の実施 

感染拡大防止のため、県が発注した工事又は業務の受注者に対して意向を

確認し、申出がある場合には、一時中止措置を実施し、必要に応じ､請負代金

額の変更や工期の延長を実施した。 

 

２ 人材不足に対応した多様な人材の育成・確保 

①現在、本県にいる技能実習生の 

在留資格変更等の手続きを周知 

するため、県独自で制度をわか 

りやすく説明したチラシを作成 

し、市町村や農業団体等へ提供 

した。（図Ⅵ-1-(10)） 

  また、入国できない技能実習 

生の代替人材として、他産業か 

ら農業従事者受け入れを支援す 

る農業労働力確保緊急支援事業 

について、各ＪＡや市町村を通 

じて生産者に広く周知した。 

 

 

②将来の農業生産を支える人材を 

育成するための研修用機器・設 

備の導入を支援した。 

図Ⅵ-1-(9) 香港向けオンライン商談会（11月） 
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③農業現場に多様な人材（外国人材、潜在的労働者、障がい者等）をマッチ 

ングする仕組みづくりを支援した。 

（図Ⅵ-1-(11)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 食品製造・農産物供給等の設備整備への支援 

①輸入農畜産物から国産に切り替え、継続的・安定的な供給を図るために必

要な施設の整備・改修等を支援した。 

 

②輸出先の新たな食ニーズに対応するために必要な施設の整備・改修、機器

の導入等を支援した。（図Ⅵ-1-(12)） 

 

特定技能実習生 

図Ⅵ-1-(11) 農業現場への多様な人材のマッチング 

マッチング説明会 

  図Ⅵ-1-(12) 枝肉保管庫天井裏結露対策工事 
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第２節 令和２年７月豪雨への対応 
 

第１ 令和２年７月豪雨による被害について 

令和２年７月豪雨における農林水産関係被害額は約1,019億円となってい

る。農業関係では、土砂流入や浸水による水稲や葉たばこなど農作物の被害

をはじめ、農業用機械、農舎・畜舎などの損壊が発生した。 

また、田・畑における法面崩壊等が11,023か所、農道や水路などの農業用

施設の被害が4,166か所確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅵ-2-(1) 農林水産関係被害の概要 

図Ⅵ-2-(2) 農林水産関係被害状況 
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第２ 発災初期における県の動き 

農林水産部では発災直後から、部内災害対策会議を開催し、対応すべき事

項や対策等について整理するとともに、市町村が行う被害調査を県の技術職

員が代行するなど、被害情報の早期収集を実施した。 

さらに、迅速な復旧・復興に必要な対策について取りまとめ、国への要望

を行った。 

１ 被害状況の把握 

甚大な被害が発生した市町村で

は、ライフラインの確保が最優先と

なり、農林水産関係の被害状況把握

が困難になることが予想された。 

そのため、市町村が行う被害調査

を県の技術職員が代行し、被害状況

を収集した。 

その結果、発災から１週間後の７

月１１日に被害額（第１報）を公表

した。 

 

 

２ 国への要望 

農林水産関係の被害状況を把握す

るとともに、農林水産漁業者や関係

団体等が国・県に求める事項を取り

まとめ、豪雨発災から９日後（７月

１３日）には、国への要望活動を開

始した。 

その後、７月３０日に「令和２年

７月豪雨による農林水産関係被害へ

の支援対策について」が提示され、

農林漁業者の経営再建など総合的な

対策が講じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月日 主な対応 

7月4日(土) 
▷第１回部内対策会議 
▷概況報告（〜7/10） 

7月7日(火) 

▷第２回部内対策会議 
▷県の技術職員による被害調査の代行 
（8/31までに延べ313名を派遣） 

7月11日(土) 
▷被害額公表（第１報） 
※以降、被害額確定（11/4）まで随時更新。 

7月13日(月) ▷国への緊急要望（第１弾） 

7月18日(土) 
▷農林水産省への要望 ※農林水産部として要望 
▷農林水産大臣と知事の意見交換（オンライン会議） 

7月22日(水) ▷国への緊急要望（第２弾） 

7月30日(木) ▷国から支援策の提示 

 

＜主な要望事項＞ 

●被災農林漁業者の経営再建に向けた支援 

●農地・農業用施設や森林・林業・木材 
産業の復旧・復興への支援 

●水産基盤の早期復旧及び水産業に対する 
支援 

 

＜主な国の支援策＞ 

●強い農業・担い手づくり総合支援交付金
の国庫補助率の嵩上げ 

●災害復旧事業の早期実施と特別な財政措  
 置 
●海域漂流物の速やかな回収に向けた予算 
措置 等 

表Ⅵ-2-(1) 発災直後の対応状況 

表Ⅵ-2-(2) 国へ要望事項と国の支援
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第３ 農業者への支援 

農林漁業者の痛みを最小化し、災

害に負けず経営継続できるよう、農

業機械・施設の復旧における補助率

の嵩上げなど熊本地震と同様の支援

策を確保した。 

 また、国や県の農林水産漁業者向

け支援策を一覧化し、県庁ＨＰ等に

掲載するとともに、農林水産関係団

体に対して周知を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 金融支援 

金融支援では、豪雨災害で被災し

経営悪化又は施設被害を受けた農林

漁業者に対し、収入減に伴う運転資

金の資金繰り及び農林漁業生産施設

等の復旧等に必要な資金の融通を円

滑にするため、新たな金融支援制度

（保証料不要、５年間無利子）を創設

するとともに、既存の制度も５年間

の無利子化を実施した。 

 

２ 農業者の営農支援 

豪雨災害の発生を受け、被災した

農作物の生産量や品質をできる限り

確保するための対処法などをまとめ

た農作物技術対策を速やかに発出し

た。以後第3報までを発出するととも

に、被災した農業機械の取扱い、農

作物緊急管理情報と併せて6本の緊急

情報を作成し、関係機関への通知と

併せてホームページ掲載、メールマ

ガジン発出による周知を図った。 

 

併せて、土砂が流入したほ場の緊急土壌調査を実施した。また、災害発生10

日後には被災された農家からの相談をワンストップで受ける「営農相談窓

口」を各地域の農業普及・振興課に設置し、被災農家への支援体制を整備し

た。 

（創設）

緊急支援資金 農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資
金

農林漁業
施設資金

農業経営
基盤強化資金
（スーパーＬ資金）

漁業近代化資金

資金使途

農林漁業者 農林漁業者 農林漁業者 認定農業者 認定農業者 その他農業者 漁業者

融 資 枠

6億円
（農業　4億円）
（林業　1.4億円）
（漁業　0.6億円）

4億円
（農業　3億円）
（林業　0.6億円）
（漁業　0.4億円）

1.7億円
（農業　0.5億円）
（林業　1億円）
（漁業　0.2億円）

農業0.5億円 農業1.8億円 農業0.2億円 漁業0.3億円

貸付限度額 1,000万円 1,200万円 ※1 1,200万円 ※2
個人3億円
法人10億円

9,000万円～12億円

(貸付対象者区分有り)

基準金利
R3.2.19現在

1.60% - - - 1.00～1.60%

貸付利率 1.60% 0.16% 0.16～0.30% 0.16～0.30% 0.16～0.25% 0.30% 0.30%

負担割合
県：市町村：金融機関

＝５：２：３

償還期間（据置） 15年以内（3年以内） 25年以内（10年以内） 20年以内（3年以内）

利子補給期間

融資機関 農協、漁協等 漁協等

保証料
無償化（全額助成）

県：市町村＝1：1

　※1

※2

農協等日本政策金融公庫

　簿記記帳を行っている者に限り、経営規模等から貸付限度額の引き上げが必要であると認められる場合には、年間経営費の１２／１２に相当する額又は粗収益の１２／１
２に相当する額のいずれか低い額とすることが可能。

　負担額の100％又は１施設当たり1,200 万円のいずれか低い額。

5年間（無利子化）

県：市町村＝１：１

令和２年７月豪雨被害対策資金

県：市町村：金融機関＝５：２：３

個人1,800万円
法人2億円

－

施設等復旧資金

無償化（全額助成）
県：市町村＝1：1

名　　　称
（既存資金への上乗せ）

対 象 者

運転資金

10年以内（3年以内）

①又は②の要件を満たす者
①運転資金：本災害により前期に比し農林漁業収入が１０パーセント以上減少することが見込まれること
②施設等復旧資金：本災害により当該施設等が農林漁業生産に支障を来す程度の被害を受けていること及び災害復旧として実施する事業である旨の市町村長の証明を
受けていること

農業近代化資金

1.60%

15年以内（7年以内）

令和２年７月豪雨による被災農林漁業者の皆様への支援対策一覧（１／３）
概要 支援対象 補助率等

（●内容、◇補助率）

事業名 詳細版

ページ

農業用ハウス

を再建・修繕
等

被災農業者

※今後も営農継続見込みである

者

●農業用ハウスの再建・修繕・補強・撤去

◇国：1/2以内（園芸施設共済加入者は共済金の国費相
当額と合わせて1/2相当、園芸施設共済未加入者

は最大3/10）

強い農業・担い手づくり総合支援

交付金（被災農業者支援型）

1

農業者が組織する団体等

（５名以上）

●耐候性・ガラスハウスの再建・修繕（撤去費含む）

◇国：1/2以内

強い農業・担い手づくり総合支援

交付金（被災産地施設支援対策）

2

被災農業者（３戸以上）
※被災を機に作物転換や規模拡

大に取り組む者

●自力施工に必要な資材費等の購入経費（パイプハウス

のパイプ撤去費含む）

◇国：1/2以内

持続的生産強化対策事業

（産地緊急支援対策）

国直採

3

農業用施設・

機械の再取

得・修繕

被災農業者

※今後も営農継続見込みである

者

●農業用施設・機械等の再取得､修繕等

※被災時に新車登録14年以内の農業専用トラックの修繕・再取得も可

◇国：1/2以内

強い農業・担い手づくり総合支援

交付金（被災農業者支援型）

1

被災農業者(３戸以上）
※被災を機に作物転換や規模拡

大に取り組む者

●農業用機械、施設園芸用機器のリース導入

◇国：定額（本体価格の1/2以内）

持続的生産強化対策事業

（産地緊急支援対策）

国直採

3

共同利用施設

の再建･修繕

農業者が組織する団体等

（５名以上）

●共同利用施設の再建・修繕

◇国：1/2以内

強い農業・担い手づくり総合支援

交付金（被災産地施設支援対策）

2

栽培環境整備 被災農業者（３戸以上） ●作物残さや飛散したガラス等の撤去
●追加的な施肥・防除

◇国：定額、1/2以内

持続的生産強化対策事業
（産地緊急支援対策）

国直採

３

土壌回復 被災農業者（３戸以上） ●災害復旧事業により復旧した農地への追加的な堆肥投

入等

●浸水被害を受けた水田の土壌診断

●水田の生産力回復のための追加的な堆肥・緑肥や土壌

改良資材の導入等

◇国：定額、1/2以内

持続的生産強化対策事業

（産地緊急支援対策）

国直採

３

５

共同利用施設

等の仮復旧

被災農業者（３戸以上） ●集出荷施設等の仮復旧の経費

●周辺集出荷施設等への輸送費用

◇国：1/2以内、定額

持続的生産強化対策事業

（産地緊急支援対策）

国直採

4

水田における

農業の継続
（稲作以外も対
象）

被災農業者（３戸以上） ●水田の均平や畦畔修繕等に必要な作業委託及び機械レ

ンタル

●営農再開に必要な種子・種苗等の調達

◇国：1/2以内

持続的生産強化対策事業

（産地緊急支援対策）

国直採

5

果樹経営体の

再生

被災果樹農家 ●浸水被害を受けた樹体の保護・洗浄等

●浸水被害を受けた地域の病害まん延防止

●収穫物の運搬

●改植及び幼木の管理

●大規模改植による早期成園化・経営継続

◇国：定額、1/2以内

持続的生産強化対策事業

（果樹産地再生支援対策）

国直採

６

茶経営体の再

生

被災茶農家 ●改植等

◇国：定額

持続的生産強化対策事業

(茶産地再生支援対策)      
国直採

７

畜産農家の営

農再開

被災畜産農家 ●被災による斃死家畜の化製処理､輸送費等

◇県：1/2、定額

畜産経営復旧緊急支援事業 ８

被災酪農・畜産農家 ●被災畜舎の補改修､土砂･がれき撤去､家畜の緊急避難､

繁殖雌畜の再導入､停電対策､乳房炎対策(乳牛のみ)

◇国：定額、1/2

畜産経営災害総合対策緊急支援事

業

ALIC事業

９

被災酪農家 ●酪農ヘルパー利用

◇国：実質1/3

酪農経営支援総合対策事業

ALIC事業

９

自給飼料を生産する

被災酪農・畜産農家

●品質低下抑制のための発酵促進剤、不足粗飼料の購入

◇国：定額、1/2

畜産経営災害総合対策緊急支援事

業 ALIC事業

９

被災肉用牛､肉豚､鶏卵生

産者

●各経営安定対策事業の生産者負担金の軽減 牛マルキン、豚マルキン、肉用子

牛生産者補給金制度、鶏卵生産者

経営安定対策事業 ALIC事業

10

金融支援制度 被災農林漁業者等 ●貸付資金の５年間無利子化

●保証料の全額補助

令和２年７月豪雨被害対策資金 11

R2.8.13時点

熊本県農林水産部

 

表Ⅵ-2-(4) 令和２年７月豪雨被害対策資金 

表Ⅵ-2-(3) 被災農林漁業者向け支援対策

図Ⅵ-2-(3) 豪雨後の農作物管理緊急情報 
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３ 農業機械・施設等の復旧 

豪雨による河川の氾濫等により、

農業用機械・施設の水没・流失、土

砂流入や共同利用施設の一部損壊が

発生した。 

また、JA等が所有する事務所や共同利

用施設等にも被害が発生したため、県で

は被害状況を取りまとめるとともに、被

災した農業用機械・施設の復旧を支

援するため、国庫事業を活用した災

害復旧事業を予算化した。また、被

害の大きい市町村には受付事務など

の人的支援にも取り組んだ。 

 

 

 

 

 

４ 畜産業者の復旧支援 

発災直後には、家畜の化製場であ

る（株）熊本蛋白ミール公社に対し

て、死亡家畜等の緊急的な受け入れ

を要請するとともに、畜産業者に対

して速やかな死亡家畜の適正処理や

被災畜舎の消毒作業等への支援策を

講じた。 

また、家畜の再導入支援につい

て、国の事業では対象とならない畜

種を対象とする事業を県が創設した

ことで、誰一人取り残すことのない

支援策を措置した。 

さらに、飼料・家畜等の運搬車が

交通規制時にも速やかに九州自動車

道を通行できるよう緊急車両証明書

の発行を行うとともに、河川の氾濫

等により流出した粗飼料について、

緊急マッチングや国の事業を活用し

た代替粗飼料の確保を支援した。 

 

 

図Ⅵ-2-(4) 水没した農業機械（人吉市） 

図Ⅵ-2-(5) 土砂流入したビニールハウス

（芦北町） 

図Ⅵ-2-(6) 鶏舎倒壊（南関町） 

図Ⅵ-2-(7) 水田に流出したロール 

（あさぎり町） 
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５ 団体及び食肉処理施設等の再建支援 

球磨川の越水により、全国開拓農

業協同組合連合会が開設し、ゼンカ

イミート（株）が運営する「人吉食

肉 セ ン タ ー （ と 畜 場 ・ 食 肉 加 工

場）」が全て水没し、使用不能とな

った。 

発災直後には、（株）熊本蛋白ミ

ール公社に対して、被災枝肉及び部

分肉の処分受け入れを要請するとと

もに、速やかな廃棄処分への支援策

を措置した。 

 また、経営再建のため関係機関と

連携の上、休業期間中の雇用受け入

れ先の調整等継続した支援を行って

おり、現在、被災した施設につい

て、再建を進めている。 

 

 

 

第４ 農地・農業用施設の復旧等 

１ 市町村支援 

農地・農業用施設の被害は、農地

11,023か所、農業用施設4,166か所、

地すべり防止施設関連３か所、生活

関連施設3か所となっており、被害額

は405.5億円となっている。 

特に被害が甚大な市町村について

は、市町村職員に代わり、被災直後

から国、県、関係団体の技術職員が

積極的に現地に入り、調査を行うな

どの支援を実施した。 

また、芦北、球磨地域振興局に農

業土木職員を配置し、災害復旧に向

けた総合調整や関係資料作成等の実

務面での技術支援を実施した。 

 

 

 

 

 

 

図Ⅵ-2-(8) 人吉食肉センターの浸水状況 

【外観】（錦町） 

図Ⅵ-2-(9) 人吉食肉センターの浸水状況

【施設内】（錦町） 

図Ⅵ-2-(10) 球磨村渡地区（土砂流入） 

図Ⅵ-2-(11) 小国町小国西部地区（農道崩壊） 
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さらに被災規模が大きく、復旧に高度な技術等を要する地区（芦北町鶴木

山地区等）については、県が市町村に代わり、復旧を実施することとした。 

加えて、現地調査を省力化した「熊本型簡素化査定」を導入し、市町村業

務を省力化するとともに、査定の年内完了が実現できた。 

 

２ 防災重点農業用ため池等の緊急点検及び緊急対応 

防災重点農業用ため池や地すべり

区域について、被災直後に緊急点検

を行うとともに、被災が確認された

場所に対しては、必要に応じて、シ

ート被覆や土のう設置、ため池の低

水管理等の緊急対応を行った。 

被災したため池や地すべり区域に

ついては、経過観測を行うととも

に、災害査定や緊急工事の実施に向

けた調査・測量・設計等に着手し

た。 

 地すべり区域の小田浦地区につい

ては、災害関連緊急地すべり防止事

業で対応した。 

 

図Ⅵ-2-(12) 芦北町兼丸迫ため池（応急対策） 
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第５ 被災した農産物直売所等の販売支援 

１ 仮設店舗や移動販売等による販売支援 

被災２６市町村にある直売所に対

して、直売所等の売上減少の影響に

伴う緊急対策として「被災直売所農

産物販路確保緊急支援事業」を創設

し、仮設店舗や移動販売等に必要な

経費の補助を実施した。 

また、被災直売所等を含む県内の

地産地消協力店において「くまもと

地産地消応援フェア」を実施し、県

産農林水産物のPRや販売促進を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ インターネット通販を活用した販売支援 

県内の農林水産直売所やくまもと

県南フードバレー推進協議会（以

下、FV協議会）の会員に対して、被

害状況や今後の販売について電話等

による聞き取りを実施した。 

 被災した直売所等へは、売上減少

の緊急対策として通販サイトを活用

した農産物・加工品の販売を支援し

た。 

 

 

また、FV協議会でも独自の通販サイトにて、復旧・復興支援のため、「食

べて応援！くまもと県南豪雨復興支援キャンペーン」を行い、商品の販売促

進を図った。 

 

図Ⅵ-2-(13) 被災直売所復興応援キャンペーン図Ⅵ-2-(14) くまもと地産地消応援フェア 

図Ⅵ-2-(15) くまもと県南豪雨復興支援 

キャンペーンHP 


